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中堅・中小企業における

知的財産権の管理と活用とは ?
年々 知的lt産権に対する企業の言試は高まつてきています 最近では 内部lttv制における資産の保全やコンブライアンスなど無

形の資産に関わる話題が多く取り上 すられています 国内夕|ての企業間の競争はますます激しくなる中で 会社が楽き上 すてき

た技術やブラントを守るための参入時壁として法的な権利を取得することは非常に重要なものとt えヽます そこで今回 知的財

産窄に詳しい弁理士の上生者也先生(上生特計事務所)に中堅 中小企業における知的財産権についてお伺いしました

会社が新しく■み出した技術 デザイン 会社の

ブランドマークなどが力巾“Hfととして捉えられて

います。新しい技術Prl発や商品デザインヘの■夫

キから使っているお店の名前やマークなど 会打:

が創り出した特徴のあるものは知的財産だと捉え

ていいでしよう。

た業が知的財産を把況する上で重要なことは

自社を支えているものはlHlかという点から考える

ことです。大r」なことは 知的財産権を多くj4つこ

とではなく 会社の基盤を者実に作り収益を仲ば

すことです。つまり 他社とは迪う自社を支えてい

る資産を見つけ ‖すことです。その資とがあつて

こそ 権利化して保護することが大tlになります。

中堅 中小企業にとっては まず経営幸が向社の

コみを明確に把握し 将来の事業宗境を考えたと

きに Hlを守りたいのか どんな取り組みをしたい

のかという点をよく整理することが重要です。

私はよく力的財亡とそれをするよU的財r推 の関

係を「おrHと藻」に例えています お城 いわゆる天

守閣は企業にとって技術力やブランドカ デザイ

ンカなど企業の差別化要内になる重要な要求です。

ただ 天守閣がどんなに立派でも むき出しで置か

れていれば 敵に攻められるとすぐに落城してし
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知的財産という言葉をよく耳にするようになり

ました。知的財産とはどのようなものを指すので

しょうか。また 企業はとのように知的財産を捉え

なくてはならないのでしょうか

まいます。そうさせないために 必ず周囲に域壁や

お濠を作り 石垣を組んで和=が 入りにくい防御

を整えるはずです。知的財産においても 特許任や

商標任 意E権 といった権利でできるだけ保護し

ていくことが大切になってきます。

知的財産権を取得 管理するにあたり 気をつ ナ

なければならないことはありますか?

製造業などの技術的なものならヽ 計任 デザイ

ンに関するものは意匠任 会社のロゴなどは商標

ltといった権和1で保護することができます。これ

らは特許庁に出願し 害査を受けて権利化する作

業が必要になります。それ以外には アニメーショ

ンや言楽では者作権で保護されます。ただ 者作権

は時計庁に出願するのではなく 台J作と同時に発

■します。そこで重要になってくるのは 言作物を

出にしたり 白社のキャラクターを他社にライセ

ンスしたりするときに 自分たちの権和1をどう契

約にしていくのかという契約関係です。

営業秘密という情報管理について理解しておく

ことも大切です。時lllを出願すると その内容は公

開特許公報によってイL会に公開されます。しかし

会社が独自にやっている重要なノウハウの公園を

述けたい場合 不止競争防‖モ払という法律で定め

られている内ttを 1って情報を管理すると 営業

秘密と認められ それを註かか防手に持ち出した
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時には損宮悼債を高i求することができます。最近

では人員の流動性が高まり、派遣社員や外部の人

材などが社内を出入りすることも多くなっている

ので これも知的財産をする重要な方法です

中堅 中小企業の経営戦略におt てヽ 知的財産権

をどのように活用してい すばよいのでしょうか

また どのような取り組みが必要なのでしょうか

商品開発や事業の選閉 強化などを考えると同

時に 法的妊利として裸詮する必要llにも意哉と

的けていくことが月F要です。力的財産権は自社の

本業をサポートするものであって 特許lllを取得

すれば Hヽ資 庄価1芭が膨らむというわけではあり

ません。rr統的な取り組みを通して企業そのもの

が強くなり 評価されることが大切です。つまり

知的財rlrを 事業とするのではなく 事業を支え

る一つとしてか米戦略に組み込むことが『心なの

です

これら知的財とへの取り組みは 利益率の声と

して現れてきます.知的財産権によって自社の製

品を保護することで 自社が価tF氷定l‐を提るこ

とができるのです。そのため製品が値崩れせず 粗

利草(売上lt利益率)が高くなっているのです

最近の優れたrplとしては ある企業が発売して

いる特定保倦加食品(飲ll品)があります。この商

品の小売価格は 般 的な飲料より3割ほど高いに

も問わらず 発売以来ほとんど値下げをしていま

せん。その理由の一つとしては 類似品が出ていな

いことが考えられます なぜ出ないかというと 前

品に関連した時計権を数多く取得しているからで

す。このように値前れを起こさせない対策を打ち

高い収益をlI保しているのです

知的財産権は これまで亨門家だけが取り組ん

でいた価域から 企業におけるこ要なツールとし

て多くの人にrFrわれる状況へ変化しつつあります。

自社の本質を型解して 確実な知的財産への取り

組みをした企業は成果を出していくでしょう。力J

的財産は付許推や意に椎などを取得したかどうか

に関わらず 企業の■に行在しています 知的財r

権の法的何度を上子く活用し 企業の資産をより

強力なものにしていくことが重要です。
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知的財産に対する取り組み
OBCが ご提供している製品は 特許権 商標権

意□穫など多くの知的財産権を出願 取得して

おります。新しいブロダクトラインである書行

V ERPシ リーズでは製品情報の一つとして知

的財度情報を公関しています。知的財産権で

技術を保護している章行製品 よ お客様に安

心感を持つてお使しヽ頂ける製品です。
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